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はじめに

～本計画の策定にあたって～

平成 13(2001)年に「子どもの読書活動の推進に関する法律」が成立したことを受けて、

本市では平成 17(2005)年９月、「子どもと本のすてきな出会いを 立川市子ども読書活動推

進計画」を策定し、平成 22(2010)年５月には「立川市第２次子ども読書活動推進計画」を、

平成 27(2015)年７月には「立川市第３次子ども読書活動推進計画」を策定することで、子

どもの読書環境の充実にきめ細かく取り組んでまいりました。

立川市教育委員会では、引き続き本市のすべての子どもたちが、あらゆる機会とあらゆる

場所において、自主的に読書を行うことができるよう、市と市民が協働して子どもの読書環

境の整備を進めていくことを目的として、ここに「立川市第４次子ども読書活動推進計画」

を策定し、さらなる子どもの読書環境の整備と充実に努めていくものとします。

立川市教育委員会



【立川市第４次子ども読書活動推進計画】
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第１章 計画の策定にあたって

１ 子どもの読書活動推進の理念

国は、「子どもの読書活動の推進に関する法律」（平成 13 年法律第 154 号）を制定し、読書活動の

推進に関し基本理念を定め、国、地方公共団体は、積極的にそのための環境整備を進めていくよう

その責務を明らかにしています。

「子どもの読書活動は、子どもが、言葉を学び、感性を磨き、表現力を高め、創造力を豊かなも

のにし、人生をより深く生きる力を身に付けていく上で欠くことのできないものであること」とし、

「すべての子どもがあらゆる機会とあらゆる場所において自主的に読書活動を行うことができるよ

う、積極的にそのための環境の整備が推進されなければならない」とうたわれています。

２ 計画策定の背景、目的

子どもにとっての読書活動は、今後生きるための必要な読解力、想像力、思考力、表現力等を育

み、心を豊かにし、自己を形成する上での大切な根幹となります。

読書に親しみ、読書の大切さを理解している大人もいる反面、読書の他に興味を引くことがあふ

れている時代に育ち、読書と触れ合う機会の少ない大人が増えているのも事実です。読書を楽しむ

家庭と、そうではない家庭の二極化傾向にあるといえる中、すべての子どもが、自ら進んで読書活

動に親しみ、豊かな心や未来を拓く力を身につけることができるよう、家庭、地域、学校等と図書

館が連携・協力して読書活動の促進・支援にあたることが求められます。

このような中、立川市図書館では、「子どもの読書活動の推進に関する法律」に基づき、平成 17

（2005）年９月に策定した「子どもと本のすてきな出会いを 立川市子ども読書活動推進計画」

｟ 第１次計画に相当。計画期間：平成 17（2005）年度〜平成 21（2009）年度｠ に引き続き、よりき

め細かく子どもの読書環境の充実を図るために、平成 22（2010）年５月、「第２次子ども読書活動推

進計画」｟ 計画期間：平成 22（2010）年度〜平成 26（2014）年度｠ を策定しました。その後、平成

27（2015）年６月に「第３次子ども読書活動推進計画」｟ 計画期間：平成 27（2015）年度〜令和元

（2019）年度｠ を策定し、これら計画に基づき、関係機関とともに子どもの読書活動推進に関する

取組を展開し、読書環境づくりに努めてきました。

このたび、第３次の計画期間が満了することに伴い、成果と課題を踏まえ、「第４次子ども読書活

動推進計画」｟ 計画期間：令和２（2020）年度〜令和６（2024）年度｠ を策定しました。

この計画は、立川市のすべての子どもが、あらゆる機会とあらゆる場所において、自主的に読書

活動を行うことができるように配慮しながら、読書のたのしさ、大切さを伝え、子どもがよりよく

生きていく力を育てることを目的とし、読書活動を推進していきます。



2

３ 国や都の動向

（１）国の動き

国は、平成 13（2001）年 12 月の「子どもの読書活動の推進に関する法律」の施行に伴い、毎年４

月 23 日を「子ども読書の日」と定めました。この法律においては、子どもの健やかな成長に資する

読書活動の推進という目的と基本理念が掲げられ、その実現を図るための国の責務、地方公共団体

の責務、事業者の努力、保護者の役割、関係機関等との連携強化などについて規定するとともに、

基本計画の策定や必要な財政措置等についても盛り込まれています。これを受けて、平成 14（2002）

年８月に「子どもの読書活動の推進に関する基本的な計画」（第一次）を、平成 20（2008）年３月に

第二次、平成 25（2013）年５月に第三次、平成 30（2018）年４月に第四次を策定しました。

なお、この間、国は、平成 26（2014）年６月に「学校図書館法」を改正し、これまで法的根拠の

なかった「学校司書」について初めて明文化し、学校に「学校司書を設置するよう努める」ことを

義務付けるなど、子どもの読書活動が円滑に推進されるように取組を進めています。

① 国の計画

・子どもの読書活動の推進に関する基本的な計画 平成 14（2002）年８月

・第二次子どもの読書活動の推進に関する基本的な計画 平成 20（2008）年３月

・第三次子どもの読書活動の推進に関する基本的な計画 平成 25（2013）年５月

・第四次子供の読書活動の推進に関する基本的な計画 平成 30（2018）年４月

【国】第四次子供の読書活動の推進に関する基本的な計画

推進のための主な方策

① 発達段階に応じた取組により、読書習慣を形成

② 友人同士で行う活動等を通じ、読書への関心を高める

（１）家庭における読書活動の推進

（家庭での読書の習慣付けの重要性の理解促進と読書活動への支援）

（２）地域における読書活動の推進

（図書館資料、施設等の整備・充実や図書館における子供や保護者を対象

とした取組の企画・実施、学校図書館や地域の関係機関との連携）

（３）学校等における読書活動の推進

（学習指導要領を踏まえた読書活動の推進や学校図書館の整備・充実）

（４）子供の読書への関心を高める取組

（友人同士で本を薦め合うなど、読書への関心を高める取組）

（５）民間団体の活動に対する支援

（民間団体やボランティアの取組の周知と活動への助成）

（６）普及啓発活動
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（２）都の動き

国との連携を図りつつ、平成 15（2003）年３月に「東京都子ども読書活動推進計画」（第一次）を、

平成 21（2009）年３月に第二次、平成 27（2015）年２月に第三次を策定しました。

② 東京都の計画

・東京都子ども読書活動推進計画 平成 15（2003）年３月

・第二次東京都子供読書活動推進計画 平成 21（2009）年３月

・第三次東京都子供読書活動推進計画 平成 27（2015）年２月

≪主な取組≫

〇乳幼児

読書を好きになり、身近に感じることができるよう、乳幼児健診等の様々

な機会を活用して、子供への読み聞かせの充実や保護者等への乳幼児期の

読書の重要性についての啓発を行う。更に、子供が生まれる前から保護者

等への働き掛けも行う。

〇小・中学生

目的をもって読書を行い、他人に伝えることができるよう、朝読書で「気

に入ったフレーズ」等を伝える機会を設ける取組や、中学生が小学校や幼

稚園で読み聞かせを行う等の異年齢・校種間の交流等を進めていけるよう

区市町村を支援していく。

〇高校生等

課題解決のために読書等が主体的にできるよう、各教科の授業等におい

て文章理解や調べ学習等の指導を推進していく。また、読書の幅を広げ、

読解力を向上させるため、多様なジャンルのおすすめ本の解説等を発信し、

高校での活用を促していく。

〇特別な支援を必要とする児童・生徒

読書に親しむことができるよう、障害の状況に応じて、読み聞かせ等の

工夫やデイジー図書等 IT 機器の一層の活用等の指導を行う。また、発達障

害等の児童・生徒に対する指導事例を紹介していく。

〇オリンピック・パラリンピック開催を見据えた読書活動の推進

海外や自国のスポーツや文化を調べる・紹介する等のオリンピック・パ

ラリンピック教育を通した読書活動を行う。

【都】第三次東京都子供読書活動推進計画

基本方針

（１）不読率の更なる改善
平成 31（2019）年度までに平成 25（2013）年度の３割減

（２）読書の質の向上
読む本の質の向上及び読書に主体的に関わる態度の育成

（３）読書環境の整備
区市町村での子供読書活動推進計画の策定の推進及び読書活動を
支える人材の育成
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４ 計画の位置づけ

（１）計画の位置づけ

本計画は、第４次長期総合計画の後期基本計画に基づく個別計画として策定します。

（２）本計画と図書館基本計画

図書館に関する個別計画として、本計画とともに「立川市図書館基本計画」があり、

子どもの読書にかかる具体的取組については、「第４次子ども読書活動推進計画」に

おいて一元的に管理し、本計画を包括する形で「第３次図書館基本計画」が全体を管

理することとしています。

（３）計画の対象

この計画は、子ども（おおむね０歳から 18 歳以下）及び子ども読書活動に関わる関

係者を対象とします。

（４）計画の期間

令和２（2020）年度から令和６（2024）年度までの５年間とします。

立川市第４次長期総合計画（平成 27（2015）年度〜令和６（2024）年度）

将来像：にぎわいとやすらぎの交流都市 立川

後期基本計画（令和２（2020）年度〜令和６（2024）年度）

都市像：育ち合い、学び合う文化の香り高いまち

政策：子ども・学び・文化

施策：生涯学習社会の実現

立川市第３次図書館基本計画
（令和２（2020）年度〜令和６（2024）年度）

立 川 市 第 ４ 次 子 ど も 読 書 活 動 推 進 計 画



平成29（2017）年度　
立川市読書アンケート調査結果について

実施時期　平成29（2017）年10月から平成30（2018）年１月

対象　　　　小学校・中学校全児童・生徒

実施方法　　学級ごとに挙手による集計

　　　　 ・本を読むのが好き、どちらかというと好き、どちらかというと嫌い、嫌い

　　　　 ・実施日から１ヶ月間の読書冊数

　　　　 ・実施日から１ヶ月以内に学校図書館で本を読んだ、または借りたか

　　　　 ・実施日から１ヶ月以内に市立図書館で本を読んだ、または借りたか

※　平成21（2009）年度は、市図書館が平成21（2009）年３月に行った全児童・

生徒アンケートよりの数値。ただし、中学生の数値は実施時期が進路決定時期

だったため、参考資料とする。

※　平成25（2013）年度は、平成25（2013）年10月から11月に実施
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　 立川市図書館では、令和２（2020）年度に子ども読書活動の推進を図るため、

第４次子ども読書活動推進計画の策定を予定しておりますが、その参考とするた

めに、市内小学校・中学校全児童・生徒対象のアンケート調査を実施いたしまし

た。

　 調査にあたりましては、多くの方のご協力をいただき、ありがとうございま

した。ご協力いただきましたアンケート調査の結果について、次の通り概要がま

とまりましたのでお知らせいたします。

 
　立川市図書館では、子どもの読書傾向を調べるために、立川市内の全小学校・

中学校の協力を得て、全児童・生徒対象のアンケート調査を実施しました。

 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

第２章 子どもの読書活動の状況

１ 子どもの読書活動の傾向



読書の傾向　
- 「本を読むことが好き」「どちらかというと好き」と答えた割合　-

小学生 中学生

読書の傾向

　本を読むのが「好き」「どちらかといえば好き」と答えた子どもの割合は、小学生

の低学年で減少しているのに対し、高学年では増加しています。それは中学生でも同

様です。全体では、小学生では子どもの読書離れの傾向がやや表れているといえます。

今後、全小学校での朝読書の取組やボランティアによる読み聞かせ、市立図書館から

学校への団体貸出の拡大・定着化など改善に向けた取組を進めていく必要があります。

平成21年 平成25年 平成29年
中学1年 64.5% 73.0% 69.1%
中学2年 72.7% 70.4% 69.8%
中学3年 66.8% 68.0% 74.1%
特別支援学級 85.4%

平均 68.0% 70.5% 71.2%

平成21年 平成25年 平成29年
小学1年 89.8% 91.6% 90.5%
小学2年 90.6% 91.1% 89.1%
小学3年 87.0% 91.3% 87.2%
小学4年 85.3% 87.7% 86.0%
小学5年 77.9% 82.2% 84.1%
小学6年 71.7% 78.5% 78.8%
特別支援学級 84.5%

平均 83.7% 87.0% 86.0%
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読書冊数（１）　
-　１ヶ月間の平均読書冊数　-

※学校読書調査

 全国学校図書館協議会が実施する全国  

 規模の調査

  毎年６月実施　

  対象:小学４〜６年、中学１〜３年

小学生 中学生

学校読書調査 8.6冊 10.1冊 11.1冊

立川の小４

～６年平均
6.0冊 5.8冊

学校読書調査 3.7冊 4.1冊 4.5冊

平成21年 平成25年 平成29年
小学1年 15.7冊 14.1冊 11.8冊
小学2年 13.2冊 13.2冊 12.9冊
小学3年 9.4冊 14.2冊 9.3冊
小学4年 6.9冊 8.5冊 7.7冊
小学5年 4.2冊 4.7冊 4.8冊
小学6年 3.2冊 5.0冊 4.9冊
特別支援学級 4.5冊

平均 8.8冊 10.0冊 8.5冊

平成21年 平成25年 平成29年
中学1年 2.2冊 2.7冊 3.4冊
中学2年 1.8冊 2.2冊 2.5冊
中学3年 1.4冊 1.8冊 2.1冊
特別支援学級 5.0冊

平均 1.8冊 2.2冊 2.7冊
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読書冊数（２）　
-  １ヶ月間の読書冊数が０冊の割合  -

読書冊数（不読率1 ）増減の傾向
　小学生では、平均読書冊数の減少が見られ、不読率も増えています。小学校では読書習
慣の定着化促進が急務の課題といえそうです。
　それに対し、中学生では、平均読書冊数が全学年で増加し、不読率も大幅に減少してい
ます。テレビや映画で話題となった作品の存在や、読書が学校現場における生徒の学びや
探求心を支える存在となるよう努めてきたことが、不読率の減少につながったといえます。

小学生 中学生

平成21年 平成25年 平成29年
小学1年 1.7% 1.2% 0.7%
小学2年 2.2% 1.4% 2.8%
小学3年 4.2% 1.2% 3.5%
小学4年 4.1% 2.5% 4.0%
小学5年 10.0% 10.2% 8.7%
小学6年 15.8% 8.8% 10.3%
特別支援学級 6.8%

平均 6.3% 4.2% 5.0%

学校読書調査 5.4% 5.3% 5.6%

立川の小４

～６年平均
7.1% 7.6%

平成21年 平成25年 平成29年
中学1年 12.5% 17.2% 9.4%
中学2年 16.5% 27.2% 19.0%
中学3年 43.4% 40.5% 19.6%
特別支援学級 19.5%

平均 24.1% 28.3% 16.1%

学校読書調査 13.2% 16.9% 15.0%
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図書館の利用（１）　
-  １ヶ月間で学校図書館を利用した割合  -

学校図書館の利用

　小学生・中学生ともに、安定した数値で推移しており、授業での学校図書館の利用が定

着してきたことが伺えます。また、学校図書館支援指導員の導入なども、大きな要因の一

つと考えられます。

　中でも中学３年生は顕著な伸びを見せており、学校図書館を利用した授業指導に、一定

の成果が表れているものと思われます。今後は、寄附金の活用や、市立図書館の児童書担

当と連携するなどして蔵書の充実を図り、生徒の読書習慣の定着につながるよう環境整備

に努める必要があります。

小学生 中学生

平成21年 平成25年 平成29年
小学1年 76.8% 99.6% 99.6%
小学2年 85.6% 98.6% 98.5%
小学3年 75.6% 94.4% 94.0%
小学4年 63.9% 89.1% 89.6%
小学5年 55.4% 70.1% 68.8%
小学6年 44.3% 60.0% 63.0%
特別支援学級 94.2%

平均 66.9% 85.3% 85.5%

平成21年 平成25年 平成29年
中学1年 20.4% 35.3% 33.4%
中学2年 17.7% 23.9% 23.7%
中学3年 8.3% 11.4% 15.3%
特別支援学級 41.5%

平均 15.5% 23.5% 24.3%

9



図書館の利用（２）　
-  １ヶ月間で市立図書館を利用した割合  -

市立図書館の利用

　中学生は、前回と比較して全学年でやや増えており、図書館内のYA
2
コーナーを充実さ

せるなどして利用促進を図った成果が表れているものと思われます。対して、小学生は全

学年で減少しており、その要因の一つには学校図書館の利用定着が考えられます。

　市立図書館の利用率が上がることは、子どもたちの読書率の向上につながります。子ど

もたちの興味・関心を引く図書の選定やブックトーク
3
、ビブリオバトル

4 
の開催など、魅

力ある図書館を目指して、さまざまな視点からのアプローチを積極的に行っていく必要が

あります。

小学生 中学生

平成21年 平成25年 平成29年
小学1年 56.0% 55.9% 53.5%
小学2年 58.2% 55.4% 49.9%
小学3年 54.0% 51.3% 48.8%
小学4年 49.8% 54.5% 44.9%
小学5年 38.7% 44.0% 38.5%
小学6年 32.4% 35.4% 29.1%
特別支援学級 37.9%

平均 48.2% 49.4% 44.1%

平成21年 平成25年 平成29年
中学1年 12.4% 17.4% 19.9%
中学2年 9.8% 13.3% 12.3%
中学3年 7.7% 8.1% 8.7%
特別支援学級 19.5%

平均 10.0% 12.9% 13.6%

10
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1『不読率』

1か月に 1冊も本を読まなかった「不読者」の割合

2『ヤングアダルト（YA）』（英語表記 Young Adult）

13 歳から 18 歳までの、中学生・高校生にあたる世代の利用者のこと。略して「YA：ワイエー」とも言

われる。「公共図書館におけるヤングアダルト（青少年）」（日本図書館協会より）

3『ブックトーク』

一定のテーマで、一定の時間内に複数冊数の本を聞き手に紹介すること。

その本のおもしろさを伝え、読みたい気持ちを起こさせることを目的で行うもの。

4『ビブリオバトル』（知的書評合戦）

発表参加者が読んでおもしろいと思った本を、決められた時間で紹介し、すべての発表が終わった後

に全員で「どの本が一番読みたくなったか」で投票を行い、最多票を集めた本を「チャンプ本」とす

る 本の紹介コミュニケーションゲームのこと。
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第３章 第３次計画の取組状況と課題

第３次計画の取組状況等について、図書館をはじめとして家庭、地域や学校における子ど

もの読書活動の推進を図るための４つの施策ごとに総括し、第４次計画の取組に反映させる

こととします。

１ 家庭や地域での取組 －乳幼児からの読書のきっかけづくり－

（１） 取組状況

市図書館で定期的に開催している乳幼児向けおはなし会は、開催の曜日や時間を工

夫し、より参加しやすいあり方を模索しました。ブックスタート 1 事業や健康診査時

の読書指導など地域・家庭における読書活動の拡大に向けた取組を継続し、乳幼児向

け絵本パンフレットを配布して乳幼児期からの読書のきっかけづくりの一端としま

した。

また図書館では乳幼児とその保護者向け講座を充実させ、親子のふれあいの一つの

方法としての絵本やわらべ歌の効用を紹介し、より読書を身近なものと捉えてもらえ

るよう取組を行いました。

（２） 今後の課題

子どもの読書習慣は、日常の生活の中から始まり身についていくものであり、子ど

もを取り巻く保護者等の大人へ向けての読書への啓発は大変重要です。また、これか

ら親になる人等に向けた取組を積極的に行い、家庭での読書が身近なものとなるよう

サポートしていくことも大切です。

また、乳児期から読書に親しむために、市立図書館からの団体貸出・児童書再利用

事業等を活用して、子育てひろば・保育園・幼稚園等の子どもの身近な場所で、いつ

でも気軽に本を手に取ることができるように読書環境の整備をさらに進める必要が

あります。

２ 学校と学校図書館の取組 －学校図書館の活性化－

（１） 取組状況

読書習慣の確立に向けて、小・中学校で「朝の読書」や「授業の中での図書館利用」

などを実施しました。また、学校図書館支援指導員を配置し、学校図書館の読書環境

の整備及び蔵書構成の充実に努めました。

さらに、学校図書館担当者連絡会を定期的に開催するなど、市立図書館と学校図書

館との連携を深めました。

（２） 今後の課題

学校図書館の活性化を図るために、学校図書館支援指導員のさらなる活用や保護

者・地域ボランティア等との連携強化などにより、魅力ある学校図書館づくりを進め

る必要があります。

１『ブックスタート』

赤ちゃんとその保護者に、絵本と子育てに関する情報などを手渡し、絵本を介して赤ちゃんと周囲の

人がふれあい、豊かな時間を過ごすきっかけをつくるための活動。
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３ 立川市図書館の取組 －読書の専門機関としての計画の推進と支援－

（１） 取組状況

児童図書については、毎年度計画的に購入し、蔵書の充実に努めたほか、市立図書

館全館でのおはなし会（乳幼児向け、３、４歳以上向け）について定期的に開催しま

した。また、ボランティアとの連携の取組のさらなる活性化に向けて、ボランティア

研修や図書館講座の充実を図りました。そのほか、全小学校への団体貸出の定期配送

便運行、基本図書 1 リストの新規作成や改定、読書活動推進資料「この本だいすき！」

（０.１.２歳編、３.４.５歳編、１.２.３年生編、４.５.６年生編）の作成・配布な

ど継続して取り組みました。

（２） 今後の課題

「たちかわ読書ウィーク」等での特別なおはなし会、おすすめ本パンフレット等の

作成・配布、本を紹介する POP（ポップ）2 作成やビブリオバトルなど、子どもの興味・

関心を引くような取組をさらに充実させ、読書意欲を高めるきっかけづくりを行う必

要があります。

４ ハンディキャップ等のある子どもたちへの取組
－誰でも読書を楽しめる環境づくり－

（１） 取組状況

ハンディキャップのある子どもたちが読書を楽しみ、本に親しんでもらうため、録

音図書や点字図書、布の絵本等の周知に努めました。平成 27（2015）年度から東京都

立立川ろう学校児童の中央図書館見学を受け入れ、４階子どもの本のフロア見学、利

用案内、おはなし会、自由読書を実施し、図書館を身近なものと感じてもらえるよう

努めました。 また平成 28（2016）年度から、ハンディキャップのある子どもたちの

周囲にいる大人へのハンディキャップ資料の紹介を目的に、中央図書館で行われる学

校図書館担当教員と図書館職員との連絡会で、図書館が所蔵する録音図書や布の絵本

等を紹介しました。

外国語を母語とする子どもたちに向け、英語を中心として中国語、ハングル等の外

国語図書を充実させています。

（２） 今後の課題

ハンディキャップのある子どもたち、外国語を母語とする子どもたちがいつでも読

書を楽しめるように読書環境を整え、またその周知を引き続き行っていく必要があり

ます。

1『基本図書』

立川市基本図書のこと。立川市図書館が独自に選定基準を設けて選んだ、市内の子どもに推薦する良

質の児童図書。詳細はおよび該当図書については 47 ページ以降を参照。

2『POP（ポップ）』

キャッチコピーや文章、イラストなどを用いて、本の魅力を伝え、おすすめする紹介カードのこと。

図書と一緒に展示するもので、書店の店頭などでよく見受けられる。
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第４章 計画の実現に向けて

１ 基本的理念

（１）本を読むことの意味

子どもの読書は、言葉を選び、豊かな感性を育て、想像力を広げるものです。読書をするこ

とで、今までとは違う世界を体験し、新たな発見をし、自分の世界を広げて、自身の考えを持

ち、思いやりの心や判断力を養っていきます。

（２）普及するデジタル媒体の影響

最近ではテレビやゲームに加えインターネット、スマートフォンなどさまざまな情報媒体の

普及で、子どもたちの読書時間はますます減少し、読書離れが問題となっています。

また、電子書籍などデジタルコンテンツも急激に普及しており、読書のあり方が多様になっ

てきています。

スマートフォンの所有率 1 の推移をみても、平成 25（2013）年度の調査では小学生で 13.6％、

中学生で 47.4％、高校生では 82.8％でしたが、平成 30（2018）年度の調査では小学生 34.8％、

中学生で 62.6％、高校生で 93.4％と大幅に増えており読書離れの一因と考えられます。

（３）「紙の本」の大切さ

手でページをめくり、次のページを見るまでの間に生まれる想像する楽しみは、デジタルで

は味わえない、「紙の本」ならではの感動を与えてくれます。

読書は、子どもたちの感受性を豊かにし、想像力や空想力を養うことで「心の成長」や情緒

の発達を促すとともに、読み聞かせを通じて人と人とのふれあいにもつながります。

（４）今だからこそ「読書のたのしさ」を伝える

子どもたちの生活時間が大きく変化し、読書をする時間がますます減少していく情報社会で

あるからこそ、本の魅力を子どもたちに伝え、子どもたちが自主的に読書を楽しむ環境を整え

ることが重要です。

そのために、子どもたちの周囲の大人たちへの働きかけや蔵書・子ども向けホームページの

充実、学校をはじめとする子どもに関連する機関とのさらなる連携強化、ボランティアの支援

などを行っていきます。

1平成 25（2013）年度及び 30（2018）年度「青少年のインターネット利用環境実態調査」（内

閣府）より

【基本理念】

子どもの主体的な読書活動の推進

～ 読書のたのしさをすべての子どもたちに ～
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（５）情報を使いこなすための図書館活用

インターネット等電子媒体の利用で、求める情報を早く簡単に検索することができますが、

その多くの情報の中から、自分の知りたい正確な情報を見つけ出さなければなりません。情報

を上手に使いこなして、それを役立てる情報活用能力を向上させるには、図書館等で本の索引

や目次などを使って調べていくことが大変有効です。

（６）多様な連携による読書活動の推進

読書をしない子どもの割合を減らすという取組を意識していく必要もあり、行政、家庭、地

域、学校間の連携強化を図りつつ、子どもの読書活動を支える環境に地域間格差が生じないよう、

立川市全体で子どもの自主的な読書活動を推進するというしくみづくりが重要になってきます。

２ 計画の体系

◆ 計画の体系図 ◆

「立川市第４次子ども読書活動推進計画」では、今後５年間を見据えた４本の「施

策の柱」を掲げ、７つの基本事業及び 24 の事業を展開していきます。

施策の柱１

家庭や地域での取組

７つの基本事業と 24 の事業

施策の柱３

立川市図書館の取組

施策の柱２

学校と学校図書館の取組

施策の柱 4

すべての子どもが読書できる
環境づくりへの取組
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第５章 計画の取組項目

施 策 基本事業 事 業

１家庭や地域での

取組

(1)家庭での読書

活動への支援

1 子どもを取り巻く大人への支援

2 子育て支援事業との連携

(2)地域での取組 3 地域で読書しやすい環境の整備と児

童施設等との連携

4 家庭や地域に根差した図書館づくり

5 市民団体、地域文庫等の読書活動の

支援

２学校と学校図書

館の取組

(3)読書活動の充

実

6 学校での読書活動の推進

7 読書指導の計画的な推進

8 教職員等の体制の整備

9 読書活動の情報共有化

(4)学校図書館の

活性化

10 学校図書館の活用推進

11 学校図書館 ICT 化の推進

12 学校図書館機能の充実

３立川市図書館の

取組

(5)読書環境の整

備

13 図書館サービスの充実

14 児童サービスの充実

15 ヤングアダルトサービスの充実

16 ホームページ等を活用した情報発信

17 読書意欲を高めるきっかけづくり

18 子どもの読書に関わる団体等との連

携

19 学校や学校図書館への啓発活動

(6)小・中学校及び

市内にある高等

学校等との連携

20 図書支援体制の充実

21 教職員等への支援体制の充実

22 子どもたちの図書館活動の推進

４すべての子ども

が読書できる環

境づくりへの取

組

(7)読書活動が困

難な子どもたち

への取組

23 ハンディキャップがある子どもたち

への読書環境づくり

24 外国語を母語とする子どもたちへの

読書環境づくり

基本理念：子どもの主体的な読書活動の推進

～読書のたのしさをすべての子どもたちに～
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１ 家庭や地域での取組

施策の概要

子どもにとって、乳児期から本に親しみ、読書のたのしさを体験していくこ

とは、その後の読書習慣の形成にとても重要です。

自分で本を読むことができない乳幼児は、大人に本を読んでもらうことが必

要で、「家庭での読み聞かせ」が、読書のはじめの一歩となります。「読み聞か

せ」は絵本を通しての子どもとのふれあいの一つであり、心と心を通い合わせ

る大切な時間であることを一番身近にいる保護者等の大人に伝えるため、本選

びや読み聞かせの講座を引き続き開催していきます。同時に、児童書の充実や

全図書館での乳幼児向けおはなし会の定例的な開催、おすすめ本のリスト作成

なども行います。

また、図書館からは、保育園・子育てひろば・学童保育所等の子どもに関連

する施設へ団体貸出や児童書の再利用事業を積極的に行うとともに、出前おは

なし会の開催などを通して、子どもの読書環境の一層の整備を図ります。

具体的取組

（１）家庭での読書活動への支援

１ 子どもを取り巻く大人への支援

1 初めての子育てにのぞむ方への支援

事業

内容

これから親になる人、乳幼児の保護者に向けて、親子のスキンシップ

の方法の一つとして、絵本や手遊び・わらべ歌などを学ぶ講座を開催

し、本に親しむ環境を作ります。

主な

所管課

図書館

2 家庭での読書活動の推進

事業

内容

基本図書リストをはじめとする、おすすめ本リストの作成・配布、図

書館でのおはなし会や出前おはなし会の開催、絵本選びの参考となる

資料の充実など、保護者等の大人へ向けて働きかけ、家庭での読書活

動の推進を支援します。

主な

所管課

図書館
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１ 子どもを取り巻く大人への支援

3 その他子どもの読書活動に関わる大人への支援

事業

内容

児童書について理解を深めるための講座やわらべ歌、昔話を学ぶ講座

などを開催します。

主な

所管課

図書館

２ 子育て支援事業との連携

4 ブックスタートの取組

事業

内容

３〜４か月児健康診査時に、ブックスタートボランティアが、読み聞

かせや絵本の紹介などを行い、直接絵本を手渡します。乳児期から本

に親しむきっかけをつくるとともに、子育て支援情報を提供し地域で

の子育てを支援します。

主な

所管課

子ども家庭支援センター、図書館

5 健康診査(１歳６か月児、３歳児)での取組

事業

内容

健康診査(１歳６か月児、３歳児)時に、読み聞かせにおすすめの本の

リストや読み聞かせ啓発のリーフレットを配布するとともに、図書館

案内のパンフレットも配布し、本に親しむ環境を整えます。

主な

所管課

健康推進課、図書館

【乳幼児とその保護者向けのわらべ歌講座の様子】
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（２）地域での取組

３ 地域で読書しやすい環境の整備と児童施設等との連携

6 学齢前の子どもに関わる施設等での取組

事業

内容

保育園、幼稚園、児童館、子育てひろばなど子どもに身近な施設で、

おはなし会の開催や図書館訪問などを行い、本に親しむ機会の提供に

努めます。

主な

所管課

子育て推進課、子ども育成課、保育課、図書館

7 学齢前の子どもに関わる施設等での読書環境の整備

事業

内容

保育園、幼稚園、児童館、子ども未来センター、子育てひろばなど子

どもに身近な施設で、図書館からの団体貸出や児童書再利用事業等を

利用し、蔵書の充実を図り、読書環境を整えます。

主な

所管課

子育て推進課、子ども育成課、保育課、図書館

8 子育て支援・社会教育施設等との連携

事業

内容

団体貸出や児童書再利用事業、共催事業等の開催を通じて、子どもた

ちの身近な場所で読書を楽める、本に親しむ環境を整備します。

主な

所管課

子育て推進課、子ども家庭支援センター、子ども育成課、保育課、生

涯学習推進センター、図書館

【児童書再利用事業会場の様子（設営中）】

【児童書再利用事業会場 開催当日の様子】
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４ 家族や地域に根差した図書館づくり

9 地区図書館の児童書の整備

事業

内容

子どもたちに身近な地区図書館で、地域の人口特性や学校、児童関連

施設との併設など立地状況に合わせた蔵書構成を積極的に行うなど、

児童書をさらに充実させます。

主な

所管課

図書館

10 全地区図書館での定例おはなし会の実施

事業

内容

各地域の独自性を尊重しつつ市内全域の子どもたちに同等のサービス

を提供できるよう、開催日や時間、開催回数の検討を行い、より参加

しやすいおはなし会を目指します。

主な

所管課

図書館

５ 市民団体、地域文庫等の読書活動の支援

11 読書活動団体等への支援

事業

内容

地域文庫や家庭文庫等子どもの読書に関する実践・学習等を行ってい

る団体は、地域に根差した活動を長年続けており、豊かな経験をもと

に子どもと本を結ぶ活動を幅広く展開しています。こうした団体と協

力・信頼関係を築き、活動しやすい環境整備に努めます。

主な

所管課

図書館

【定例おはなし会の様子】
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２ 学校と学校図書館の取組

施策の概要

学校は、子どもたちの日常生活の大部分を占める場所であり、学校図書館は

一番身近な図書館です。小・中学校とも「朝の読書」、「授業の中での図書館利

用」を行うなど読書習慣を身に付けるための取組を引き続き行います。子ども

の発達に合わせた読書を楽しむために、子どもたちの関心・興味に応えられる

蔵書をそろえ、開館時間の工夫や図書館利用指導などを通じて、子どもたちが

いつでも身近に読書が楽しめる環境をさらに整備していきます。

学校図書館を積極的に利用するため、学校図書館の年間計画等の作成を行い

活用するよう努め、教職員向け研修の充実や学校図書館担当者連絡会を開催し

市立図書館等と情報を共有し、「読書センター」としての学校図書館機能の充

実を図ります。

また保護者・地域ボランティア等と協働し、図書の貸出・返却だけでなく、

館内装飾、テーマ展示、書架整理などを行い、子どもたちにとってさらに魅力

ある学校図書館となるよう努めます。

具体的取組

（３）読書活動の充実

６ 学校での読書活動の推進

12 各学校での特色を生かした読書活動推進

事業

内容

「朝の読書」、「読書旬間」、「調べ学習」等の読書活動により、児

童・生徒が読書習慣を身につけるよう努めます。

主な

所管課

指導課

13 児童・生徒への学校図書館利用指導

事業

内容

年度当初には児童・生徒に対して、学校図書館の利用に関するオリエ

ンテーションを行い、学校図書館の利用促進を図ります。

主な

所管課

指導課
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１『アニマシオン』（animacion ）

ラテン語の anima（魂）が語源。読書へのアニマシオンは、本の持つ魅力を理解し楽しみ

ながら共有することより、受け手の読書への意欲・関心を活性化させるような読書指導

方法を指す。

７ 読書指導の計画的な推進

14 読書指導全体計画の推進

事業

内容

読書指導の全体計画に、学校図書館利用を位置付け、教科等で学校図

書館が計画的に活用されるように取り組みます。

主な

所管課

指導課

８ 教職員等の体制の整備

15 教職員向け研修等の充実

事業

内容

学校図書館担当者連絡会やその他研究会の場を活用して、学校図書館

におすすめの新刊図書紹介、「アニマシオン 1 」や「ブックトーク」な

どの読書活動の取組など幅広い研修を行います。

主な

所管課

指導課、図書館

９ 読書活動の情報共有化

⑯ 学校図書館担当者連絡会の開催

事業

内容

学校図書館担当者連絡会を開催し、各校の学校図書館の活用や読書活

動等の情報を共有するとともに、学校と市立図書館との連携を図りま

す。

主な

所管課

指導課、図書館
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（４）学校図書館の活性化

10 学校図書館の活用推進

⑰ 利用しやすい学校図書館づくり

事業

内容

学校図書館の書架整理、館内装飾等の環境整備及び蔵書構成の充実を

図り、児童・生徒にとって利用しやすい環境を整えます。

主な

所管課

指導課

⑱ 児童・生徒による学校図書館利用促進

事業

内容

図書委員会の委員を中心とした児童・生徒による書架整理、読み聞か

せ、図書紹介の作成など、さまざまな方法で学校図書館の環境の整備

に努めます。

主な

所管課

指導課

⑲ 保護者・地域ボランティア等との協働

事業

内容

読み聞かせや貸出、返却だけでなく、図書の修理・館内装飾などにつ

いても、保護者・地域ボランティア等と協働して行い、学校図書館の

読書環境の向上を図ります。

主な

所管課

生涯学習推進センター、指導課

【市図書館から新小学一年生に向けて行う

図書館利用案内用紙芝居の表紙】
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１『ICT』（英語表記：Information and Communication Technology）

情報通信技術のこと。従来の ITとほぼ同様の意味で用いられる。

11 学校図書館 ICT1 化の推進

⑳ 学校図書館管理システムのネットワーク化の研究

事業

内容

調べ学習など同一テーマの本が多数必要な場合などに、学校図書館間

の貸出が行えるよう学校図書館管理システムのネットワーク化の課題

について整理し、研究します。

主な

所管課

学務課

12 学校図書館機能の充実

㉑ 学校図書館支援体制の研究

事業

内容

各教科等の中で、学校図書館をさらに活用し、計画的な図書館利用を

促進するため、他の自治体の学校図書館の支援体制について調査・研

究を行い、学校図書館の機能充実を図ります。

主な

所管課

指導課、図書館

【中学校の職場体験生による

中央図書館館内装飾作成の様子】
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３ 立川市図書館の取組

施策の概要

読書の専門機関として、子どもの読書活動推進のため、専門的人材の育成を

含めさまざまな取組を行い、計画の推進と支援を行っていきます。

図書館の児童書の核である「基本図書」を中心に、長い間子どもたちに受け

継がれてきた絵本や物語から、興味・関心に応え、知識を深める図鑑等のノン

フィクションに加え、人気の本や流行の本など幅広い蔵書構成を持つ図書館と

して、児童書・ヤングアダルト（YA）向け図書のさらなる充実を図ります。

全館で、乳幼児向けおはなし会、幼児から低学年向けおはなし会を定例的に

行うとともに、夏休み等には小学校中・高学年向けのおはなし会を開催し、さ

まざまな年齢の子どもがおはなしを楽しめる機会の提供に努めます。また、「た

ちかわ読書ウィーク」等のイベントを活用して、図書館への来館を促し、読書

意欲を高める環境を整備します。おはなし会やイベント等は、ボランティア団

体との協力・連携をさらに進め、子どもたちにとって魅力のあるものとなるよ

う努めます。

学校との連携をさらに強化するため、調べ学習用図書の充実、団体貸出向け

配送便の定期運行等を行い、学校図書館向け新刊図書リスト、パスファイン

ダー 1 等の作成を行います。また教職員向けの資料の提供・研修やボランティ

ア向け研修を行い、学校図書館の活性化を支援します。図書館見学、職場体験

等の受入、中高生によるビブリオバトル等のイベントを開催するなど、図書館

が身近なものとなるように努めます。

子どもの読書活動を推進するには、本のたのしさを子どもたちに手渡してい

くことを目的に市民活動を行っているボランティアの存在が欠かせません。さ

まざまなボランティアが、学校や図書館、保育園、幼稚園、学童保育所、児童

館や乳幼児健診会場など、子どもたちの集まる多様な場所で活動しています。

今後とも、ボランティアの方々への活動支援やスキルアップ講座の開催、ボラ

ンティアの方々との情報交換など行っていきます。

１『パスファインダー』

あるテーマについて調べたいときに、「調べるための手順や、どのような資料を使えば

よいのか」が書かれている参考資料収集のためのヒント集のこと。

【立川市基本図書リスト】
【基本図書リスト館内設置の様子】
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具体的取組

（５）読書環境の整備

１『POP バトル』（ポップバトル）

「POP」とはキャッチコピーや文章、イラストなどを用いて、本の魅力を伝え、おすすめ

する紹介カードのこと。「POP バトル」は「たちかわ読書ウィーク」で行う POP の人気投票

のこと。

13 図書館サービスの充実

㉒ 「たちかわ読書ウィーク」の推進

事業

内容

図書館に足を運んでもらうきっかけづくりの一環として「たちかわ読

書ウィーク」の推進に努めます。図書館だけでなく、さらに全市的な

取組になるよう、学校をはじめとする子どもに関連する施設や他の事

業者等とも連携していきます。

主な

所管課

図書館

㉓ 図書館利用促進のための取組

事業

内容

おすすめ本のパンフレット作成、本の人気投票・POP（ポップ）バトル
1 、図書館員体験、夏・冬などの特別なおはなし会の開催、図書に関連

する講座の開催など、さまざまな取組を行い、利用の促進を図ります。

主な

所管課

図書館

【子どもの本に関する講座の様子】

【冬の特別なおはなし会の様子】
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14 児童サービスの充実

㉔ 児童コーナーの充実、整備

事業

内容

児童書の核となる基本図書を中心に、絵本、読み物、ノンフィクショ

ンの本に加え、人気の本、流行の本など幅広い蔵書構成となるように

努めます。

また、基本図書の選定・改定、テーマ展示、館内装飾や情報コーナー

なども充実させ、魅力的なコーナーとなるように努めます。

主な

所管課

図書館

㉕ おはなし会等の実施

事業

内容

全館で、乳幼児向け及び３、４才くらいから小学校低学年向けのおは

なし会を定期的に開催します。夏休み期間中などには、小学校３年生

以上の大きい子向けのおはなし会も開催します。また、学校や児童関

連施設へ出向いての出前おはなし会等も行います。

主な

所管課

図書館

㉖ 子どもの読書活動に関わる大人に向けての講座・講演会等の実施

事業

内容

子どもの読書活動に関わるボランティア等の大人に向けて、児童書に

関する知識をより深めるための講座・講演会等を開催します。

主な

所管課

図書館

15 ヤングアダルトサービスの充実

㉗ ヤングアダルト（YA）コーナーの充実、整備

事業

内容

YA 世代の日常生活や学習に必要な資料を中心に、関心の高い分野や共

感を得られるような読み物など、幅広い蔵書構成となるように努めま

す。また、テーマ展示や館内装飾、情報コーナーなども充実させ、魅

力的なコーナーづくりを目指します。

主な

所管課

図書館
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16 ホームページ等を活用した情報発信

㉘ 子ども向けページの充実

事業

内容

おはなし会や展示の様子の写真を載せるなど、子どもにとって、わか

りやすく親しみやすいホームページとなるよう努めます。また公式ツ

イッター等も活用し、最新情報を発信します。

主な

所管課

図書館

㉙ ヤングアダルト（YA）向けページの充実

事業

内容

ヤングアダルト（YA）コーナーの様子や新刊リストを載せるなど、情

報の更新を行い、ヤングアダルト（YA）世代にとって、魅力的なホー

ムページとなるよう努めます。また公式ツイッター等も活用し、最新

情報を発信します。

主な

所管課

図書館

㉚ 子どもに関わる団体等への情報提供・利用支援

事業

内容

図書館が開催するおはなし会やさまざまなイベント・展示等の情報、

新刊図書リスト、図書館の様子などの写真も掲載し、情報提供に努め

ます。

主な

所管課

図書館

【中央図書館３階ヤングアダルトコーナー】 【小学生向け図書館体験の様子】
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17 読書意欲を高めるきっかけづくり

㉛ 読書意欲を高めるイベント等の実施

事業

内容

小・中学校へのおすすめ本パンフレットの作成・配布や「たちかわ読

書ウィーク」でのイベント、学校と連携した POP 展示や館内展示、ビ

ブリオバトルなど興味をひくイベントを実施して、読書意欲を高める

よう努めます。

主な

所管課

図書館

18 子どもの読書に関わる団体等との連携

㉜ ボランティア団体等との連携

事業

内容

図書館、保育園、学校など子どもに関わる施設でのおはなし会、「た

ちかわ読書ウィーク」等での共催事業、団体貸出の実施等さまざまな

機会で連携し、子どもの読書環境の向上に努めます。

また、スキルアップのための講座の開催や勉強会等を連携して行いま

す。

主な

所管課

図書館

19 学校や学校図書館への啓発活動

㉝ 小・中学校及び高等学校への利用案内

事業

内容

小学校１年生全クラスに出向き、図書館の利用案内を行います。

中学校１年生へ図書館利用案内パンフレットを配布します。また市内

にある高等学校へ利用案内配布など図書館利用について情報を提供し

ます。

主な

所管課

図書館
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（６）小・中学校及び市内にある高等学校等との連携

20 図書支援体制の充実

㉞ 学校図書館向け情報提供の充実

事業

内容

小・中学校の学校図書館におすすめの新刊本リストの配布、また年度

初めには学校図書館向けの新刊図書の案内などを行い、学校図書館向

け情報提供の充実に努めます。

主な

所管課

図書館

㉟ 学校カリキュラムに対応した図書の団体貸出・来館対応

事業

内容

調べ学習等への図書の団体貸出に対応するため、調べ学習用図書の蔵

書をさらに充実させ、図書館に来館しての調べ学習等には、資料の探

し方・索引の使い方などさまざまな利用について支援します。

主な

所管課

図書館

㊱ 学校への団体貸出用図書の充実

事業

内容

定番の本に加え、人気の本や、読書になじみのない子でも手に取りや

すい本など、学級文庫等への団体貸出用の図書を充実させます。また

小・中学校への図書の定期配送便を継続して運行します。

主な

所管課

図書館

21 教職員等への支援体制の充実

㊲ 学校向けホームページの充実

事業

内容

図書館ホームページ内の学校向けページでは、図書館の利用案内、図

書館からのおすすめ本のリスト、職場体験の受入状況など、図書館を

活用しやすいよう情報を提供します。

主な

所管課

図書館
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21 教職員等への支援体制の充実

㊳ 教職員・ボランティア等への支援

事業

内容

教職員向け図書館利用案内を学校へ出向いて行うとともに、図書担当

教諭・ボランティア等へ専門的知識・技術の向上のための研修や、新

刊図書リストの提供やパスファインダー等の作成を行います。

主な

所管課

図書館

22 子どもたちの図書館活動の推進

㊴ 図書館見学、職場体験、ボランティア体験等の受入

事業

内容

社会科見学等や、中学生の職場体験、高校生のボランティア体験など

を積極的に受け入れることで、児童・生徒が図書館を理解し、利用す

るきっかけとなるよう努めます。

主な

所管課

図書館

㊵ 図書館を利用した情報活用能力の向上

事業

内容

本を利用した情報活用能力の向上を図るために、社会科見学で図書の

分類の説明を行います。さらに資料の探し方、分類・索引等の使い方

を学べるように、「本の探偵修行（小学校４年生から６年生）」や「半

日図書館員（小学校４年生から６年生）講座」、「一日図書館員（中

学生）講座」等を開催します。またパスファインダーを引き続き作成

します。

主な

所管課

図書館
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22 子どもたちの図書館活動の推進

㊶ 学校と連携してのイベント等の開催

事業

内容

児童・生徒による図書紹介の POP の展示、「たちかわ読書ウィーク」

での POP バトル、市内高等学校と協力してのビブリオバトルを引き続

き開催します。

主な

所管課

図書館

【ビブリオバトルの様子】

【中高生に向けたおすすめ本紹介用

リーフレット リブ☆どら】

【小学生に向けたおすすめ本紹介用

リーフレット こんにちはとしょかんです】

【POP バトル展示の様子】
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４ すべての子どもが読書できる環境づくりへの取組

施策の概要

読書や図書館利用に配慮が必要な子どもたちに読書を楽しみ、本に親しんで

もらうための環境整備に努めます。ハンディキャップのある子どもたちに向け、

録音図書（デイジー（DAISY）図書 1、マルチメディアデイジー図書 2を含む）

や点字図書、布の絵本等の効果的な周知に努めます。

また、外国語を母語とする子どもたちに向け、外国語図書を充実させ、外国

語によるおはなし会の開催等の検討を行います。

具体的取組

（７）読書活動が困難な子どもたちへの取組

23 ハンディキャップがある子どもたちへの読書環境づくり

㊷ ハンディキャップのある子どもへの読書活動の支援

事業

内容

録音図書（デイジー（DAISY）図書 、マルチメディアデイジー図書 を

含む）や点字図書、布の絵本・さわる絵本等の効果的な PR 方法を検討

し、ハンディキャップのある子どもたちの読書環境整備に努めます。

また市内にある東京都立立川ろう学校との連携が行えるよう、利用案

内等について検討します。

主な

所管課

図書館

24 外国語を母語とする子どもたちへの読書環境づくり

㊸ 外国語を母語とする子どもへの読書活動の支援

事業

内容

外国語を母語とする子どもたちにとって利用しやすい図書館となるよ

う環境整備に努めます。英語を中心として、中国語、ハングル等の外

国語図書の購入を行い、蔵書の充実を図ります。また、外国語による

おはなし会の開催について課題を整理し、検討します。

主な

所管課

図書館
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１『デイジー（DAISY）図書』（英語表記 Digital Accessible Information System）

視覚障害などで活字を読むことが困難な人のために製作されるデジタル録音図書のこと。CD１枚

におよそ 60 時間もの録音ができ、章や見出し、ページごとに聞きたい場所へ移動することができ

る。

2 『マルチメディアデイジー図書』

パソコンで音声を聞きながら、絵や文字を見ることができ、読まれている箇所が背景色などで強調

表示される録音図書。
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第６章 計画の推進にあたって

１ 子ども読書活動の一層の推進

子どもの読書活動は、子どもが言葉を学び、感性を磨き、表現力を高め、

想像力を豊かなものにし、人生をより深く生きる力を身に付けていく上で欠

くことのできないものです。

本計画では、引き続き本市のすべての子どもが、あらゆる機会とあらゆる

場所において自主的に読書を行うことができるよう、市と市民が協働して子

どもの読書環境の整備を進めていきます。

また、不読率の改善を目指して、子どもたちにとって魅力的な図書館とな

るようさまざまな取組を行っていきます。

２ 計画の進捗管理

第４次子ども読書活動推進計画は、立川市第４次長期総合計画後期基本計

画の分野別個別計画であることから、第４次長期総合計画や他の関連計画と

の整合性を図りつつ、本計画を包括する第３次図書館基本計画と合わせて、

子どもの読書活動に関する諸施策を総合的かつ計画的に推進します。

また、本計画の進捗管理にあたっては、国及び東京都の関連計画等動向

にも注視しながら、庁内の関係部署が連携して、それぞれの取組の達成・進

捗状況について調整し状況確認等を行ってまいります。
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３．立川市第４次子ども読書活動推進計画策定経過
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平成 13（2001）年度
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◇ 基本図書リスト
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子どもの読書活動の推進に関する法律

平成 13 年 12 月 12 日法律第 154 号

（目的）

第一条 この法律は、子どもの読書活動の推進に関し、基本理念を定め、並びに

国及び地方公共団体の責務等を明らかにするとともに、子どもの読書活

動の推進に関する必要な事項を定めることにより、子どもの読書活動の

推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって子どもの健やか

な成長に資することを目的とする。

（基本理念）

第二条 子ども（おおむね十八歳以下の者をいう。以下同じ。）の読書活動は、

子どもが、言葉を学び、感性を磨き、表現力を高め、創造力を豊かなも

のにし、人生をより深く生きる力を身に付けていく上で欠くことのでき

ないものであることにかんがみ、すべての子どもがあらゆる機会とあら

ゆる場所において自主的に読書活動を行うことができるよう、積極的に

そのための環境の整備が推進されなければならない。

（国の責務）

第三条 国は、前条の基本理念（以下「基本理念」という。）にのっとり、子ど

もの読書活動の推進に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務

を有する。

（地方公共団体の責務）

第四条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、国との連携を図りつつ、その地

域の実情を踏まえ、子どもの読書活動の推進に関する施策を策定し、及

び実施する責務を有する。

（事業者の努力）

第五条 事業者は、その事業活動を行うに当たっては、基本理念にのっとり、子

どもの読書活動が推進されるよう、子どもの健やかな成長に資する書籍

等の提供に努めるものとする。

（保護者の役割）

第六条 父母その他の保護者は、子どもの読書活動の機会の充実及び読書活動の

習慣化に積極的な役割を果たすものとする。

（関係機関等との連携強化）

第七条 国及び地方公共団体は、子どもの読書活動の推進に関する施策が円滑の

実施されるよう、学校、図書館その他の関係機関及び民間団体との連携

の強化その他必要な体制の整備に努めるものとする。

（子ども読書活動推進基本計画）

第八条 政府は、子どもの読書活動の推進に関する施策の総合的かつ計画的な推

進を図るため、子どもの読書活動の推進に関する基本的な計画（以下「子

ども読書活動推進基本計画」という。）を策定しなければならない。
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２ 政府は、子どもの読書活動推進計画を策定したときは、遅滞なく、こ

れを国会に報告するとともに、公表しなければならない。

３ 前項の規定は、子ども読書活動推進基本計画の変更について準用する。

（都道府県子ども読書活動推進計画等）

第九条 都道府県は、子ども読者活動推進基本計画を基本とするとともに、当該

都道府県における子どもの読書活動の推進の状況等を踏まえ、当該都道

府県における子どもの読書活動の推進に関する施策についての計画（以

下「都道府県子ども読書活動推進計画」という。）を策定するよう努め

なければならない。

２ 市町村は、子ども読書活動推進基本計画（都道府県子ども読者活動推

進計画が策定されているときは、子ども読書活動推進基本計画及び都

道府県子ども読書活動推進計画）を基本とするとともに、当該市町村

における子どもの読書活動の推進の状況を踏まえ、当該市町村におけ

る子どもの読書活動の推進に関する施策についての計画（以下「市町

村子ども読書活動推進計画」という。）を策定するよう努めなければな

らない。

３ 都道府県又は市町村は、都道府県子ども読書活動推進計画又は市町村

子ども読書活動推進計画を策定したときは、これを公表しなければな

らない。

４ 前項の規定は、都道府県子ども読書活動推進計画又は市町村子ども読

書活動推進計画の変更について準用する。

（子ども読書の日）

第十条 国民の間に広く子どもの読書活動についての関心と理解を深めるとと

もに、子どもが積極的に読書活動を行う意欲を高めるため、子ども読書

の日を設ける。

２ 子ども読書の日は、四月二十三日とする。

３ 国及び地方公共団体は、子どもの読書の日の主旨にふさわしい事業を

実施するよう努めなければならない。

（財政上の措置等）

第十一条 国及び地方公共団体は、子どもの読書活動の推進に関する施策を実

施するため必要な財政上の措置その他の措置を講ずるよう努めるもの

とする。

附則

この法律は、公布の日から施行する。

〇衆議院文部科学委員会における附帯決議

政府は、本法施行に当たり、次の事項について配慮すべきである。

一 本法は、子どもの自主的な読書活動が推進されるよう必要な施策を講じて
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環境を整備していくものであり、行政が不当に干渉することのないように

すること。

二 民意を反映し、子ども読書活動推進基本計画を速やかに策定し、子どもの

読書活動の推進に関する施策の確立とその具体化に努めること。

三 子どもがあらゆる機会とあらゆる場所において、本と親しみ、本と楽しむ

ことができる環境づくりのため、学校図書館、公共図書館等の整備充実に

努めること。

四 学校図書館、公共図書館等が図書を購入するに当たっては、その自主性を

尊重すること。

五 子どもの健やかな成長に資する書籍等については、事業者がそれぞれの自

主的判断に基づき提供に努めるようにすること。

六 国及び地方公共団体が実施する子ども読書の日の趣旨にふさわしい事業へ

の子どもの参加については、その自主性を尊重すること。
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○立川市子ども読書活動推進計画庁内検討委員会設置要綱

平成15年10月28日教育委員会要綱第３号

改正

平成21年４月１日教育委員会要綱第11号

平成26年10月23日教育委員会要綱第45号

令和元年10月 1日教育委員会要綱第 9号

立川市子ども読書活動推進計画庁内検討委員会設置要綱

（設置）

第１条 子どもの読書活動の推進に関する法律（平成13年法律第154号）第９条第２項の規定に基

づき、立川市における子どもの読書活動の推進に関する施策についての計画（以下「子ども読書

活動推進計画」という。）を策定するため、立川市子ども読書活動推進計画庁内検討委員会（以

下「検討委員会」という。）を設置する。

（所掌事項）

第２条 検討委員会は、次の各号に掲げる事項について処理する。

(１) 子ども読書活動推進計画の策定に関すること。

(２) その他必要と認める事項に関すること。

（組織）

第３条 検討委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

２ 委員長は、教育委員会事務局教育部長（以下「教育部長」という。）を、副委員長は、図書館

長を充てる。

３ 委員は、別表第１に定める者を充てる。

（職務）

第４条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

２ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務

を代理する。

３ 委員は、委員長の命を受けて委員会の事務に従事する。

（作業部会）

第５条 検討委員会に付議する事案について必要な事項を調査研究するため、作業部会
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を置く。

２ 作業部会は、部会長及び部会員をもって組織する。

３ 部会長は、図書館長を、部会員は、別表第２に定める者を充てる。

（会議）

第６条 検討委員会及び作業部会は、委員長が招集する。

２ 検討委員会は、必要があると認めたときは、部会員の出席を求め、意見を聴き、又は資料の提

出を求めることができる。

（計画の決定）

第７条 子ども読書活動推進計画の決定は、教育委員会の議を経て、政策会議の承認を受けて行う

ものとする。

（庶務）

第８条 検討委員会及び作業部会の庶務は、図書館において処理する。

（委任）

第９条 この要綱の施行について必要な事項は、教育部長が別に定める。

附 則

この要綱は、平成15年10月28日から施行する。

附 則（平成16年４月１日）

この要綱は、平成16年４月１日から施行する。

附 則（平成21年４月１日教育委員会要綱第11号）

この要綱は、平成21年４月１日から施行する。

附 則（平成26年10月23日教育委員会要綱第45号）

この要綱は、平成26年10月23日から施行する。

附 則（令和元年10月 1日教育委員会要綱第 9号）

この要綱は、令和元年10月 1日から施行する。

別表第１（第３条関係）

子ども家庭部子ども家庭支援センター長、教育委員会事務局教育部教育総務課長、教育委員会事

務局教育部学務課長及び教育委員会事務局教育部指導課長
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別表第２（第５条関係）

子ども家庭部子ども家庭支援センター子ども家庭支援センター係長、教育委員会事務局教育部学

務課管理係長、教育委員会事務局教育部指導課指導係長、図書館サービス第二係長及び教育委員会

事務局指導主事
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第 21 期 立川市図書館協議会委員名簿

（任期：Ｈ30.７.１～ Ｒ２.６.30）

役 職 氏 名 所 属 等 区 分

会 長 田村 俊作 慶應義塾大学名誉教授 学識経験

副会長 真田 康幸 元自治体職員 学識経験

委 員 藏重 佳治 立川市立第五小学校校長 学校教育

委 員 飯田 芳男 立川市立立川第二中学校校長 学校教育

委 員 野口 陽央 石川学園こばと幼稚園園長 学校教育

委 員 菊地 克己 立川市文化協会副会長 社会教育

委 員 松本 千佳子 立川市地域文庫連絡会前代表 社会教育

委 員 稲葉 彰子 立川市朗読サークル「こえ」元会長 社会教育

委 員 榎本 真知子 元たちママ探検隊隊長 家庭教育

委 員 太田 潤 大学図書館職員 学識経験

委 員 奥田 恭央 市民公募 市民公募

委 員 井上 素眞生 市民公募 市民公募
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立川市第４次子ども読書活動推進計画策定経過

（１）読書アンケート調査の実施

平成 29（2017）年 10 月 〜 平成 30（2018）年１月に実施

実施方法： 全小中学校の児童・生徒を対象に、学級ごとに挙手方式により実施

（２）教育委員会での報告・協議

平成 30（2018）年６月 28 日（木） 第３次子ども読書活動推進計画の中間総括にかかる第三者評

価に関する報告書について（報告）

平成 30（2018）年９月 11 日（木) 平成 29(2017)年度読書アンケート調査結果について（報告）

平成 31（2019）年２月 14 日（木） 第４次子ども読書活動推進計画の策定について（案）（協議）

協議内容：策定までのスケジュール案について

平成 31（2019）年３月 19 日（木） 第４次子ども読書活動推進計画の進捗状況について（協議）

協議内容：第３次子ども読書活動推進計画の進捗状況と第４

次計画に向けて

令和元（2019）年 12 月 13 日（木） 第４次子ども読書活動推進計画について（協議）

協議内容：現在までの検討状況について

令和２（2020）年 ２月 17 日（月） 第４次子ども読書活動推進計画（素案）について

（３）図書館協議会での検討

平成 31（2019）年４月 19 日（金） 計画について

令和元（2019）年 ７月 19 日（金） 施策体系について

令和元（2019）年 10 月 18 日（金） 施策体系・取組項目について

令和２（2020）年 １月 24 日（金） 第４次子ども読書活動推進計画（素案）について

（４）検討委員会・作業部会での検討

① 構成

〔立川市子ども読書活動推進計画庁内検討委員会〕

教育部長・図書館長・子ども家庭支援センター長・教育総務課長・学務課長・指導課長

〔立川市子ども読書活動推進計画庁内検討委員会作業部会〕

図書館長・子ども家庭支援センター子ども家庭支援センター係長・学務課管理係長・

指導課指導係長・図書館サービス第二係長（庶務）・教育委員会指導主事

② 開催状況

〔立川市子ども読書活動推進計画庁内検討委員会作業部会〕

令和元（2019）年 11 月 ８日（金） 指導課 個別調整

令和元（2019）年 11 月 ８日（金） 子ども家庭支援センター 個別調整

令和元（2019）年 11 月 15 日（金） 学務課 個別調整

令和元（2019）年 11 月 26 日（火） 第１回立川市子ども読書活動推進計画庁内検討委員会
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作業部会

審議内容：施策体系・取組項目について

令和元（2019）年 12 月 27 日（金） 第２回立川市子ども読書活動推進計画庁内検討委員会

作業部会

審議内容：取組項目について

令和２（2020）年 ２月 12 日（水） 第３回立川市子ども読書活動推進計画庁内検討委員会

作業部会

審議内容：第４次子ども読書活動推進計画（素案）に

ついて

〔立川市子ども読書活動推進計画庁内検討委員会〕

令和２（2020）年１月 21 日（火） 第１回立川市子ども読書活動推進計画庁内検討委員会

審議内容：第４次子ども読書活動推進計画（素案）に

ついて

（５）今後の予定

① 教育委員会での協議

令和２（2020）年 ５月 第４次子ども読書活動推進計画（原案）について

② 図書館協議会での検討

令和２（2020）年 ５月 第４次子ども読書活動推進計画（原案）について

③ 市議会への報告及びパブリックコメントの実施

令和２（2020）年 ３月 文教委員会 第４次子ども読書活動推進計画（素案）を報告

令和２（2020）年 ４月 パブリックコメントの実施・集計

令和２（2020）年 ６月 文教委員会 第４次子ども読書活動推進計画（原案）を報告

報告後広報、ホームぺージ等で計画を公開・周知





児童書ベストリーダ （貸出冊数上位の図書）＜市内全館合計＞

対象資料区分　：　図書
統計用利用者　：　全て
貸出館 　　　　　：　全館

平成13年度 平成17年度 平成25年度 平成26年度
（2001年4月 ～ 2002年3月） （2009年4月 ～ 2009年3月） （2013年4月 ～ 2014年3月） （2014年4月 ～ 2015年3月）

順
位

利用
回数

請求
記号 タ　イ　ト　ル

所蔵
数

順
位

利用
回数

請求
記号 タイトル

所蔵
数

順
位  

利用
回数 

請求
記号 タイトル  

所蔵
数

順
位

利用
回数

請求
記号 タイトル

所蔵
数

1 259 Jﾛﾘ ハリー・ポッターと賢者の石 47 1 728 E しろくまちゃんのほっとけーき 65 1 685 E しろくまちゃんのほっとけーき 78 1 788 E しろくまちゃんのほっとけーき 107

2 256 JM 名探偵コナン　３１ 18 2 595 E がたんごとんがたんごとん 63 2 405 E きんぎょが　にげた 48 2 565 E だるまさんが 47

3 254 E ぐりとぐら 56 3 570 E はらぺこ　あおむし　改訂版 67 3 397 E はらぺこ　あおむし　改訂版 82 3 516 E はらぺこ　あおむし　改訂版 102

3 254 JM 名探偵コナン　３０ 18 4 487 E １００万回生きたねこ 65 4 368 E おつきさまこんばんは 67 4 475 E わたしのワンピース 92

5 248 JM ポケットモンスター　１０　金・銀編 16 5 469 E わたしのワンピース 58 4 368 E わたしのワンピース 79 5 466 E きんぎょが　にげた 71

6 246 JM 名探偵コナン　３２ 16 6 443 E とらっく 41 6 367 E がたんごとんがたんごとん 65 6 463 E ねないこだれだ 53

7 244 E １００万回生きたねこ 53 7 442 E くだもの 56 6 367 E だるまさんが 60 7 434 E2 おおきなかぶ 92

8 243 E はらぺこ　あおむし　改訂版 57 7 442 Jﾛﾘ ハリー・ポッターと不死鳥の騎士団　上 38 8 362 E 100万回生きたねこ(佐野洋子 76 8 430 E おつきさまこんばんは 69

9 241 JM ポケットモンスター　６ 18 9 436 E ぐりとぐら 71 9 346 E2 三びきのやぎのがらがらどん 88 9 429 E だるまさんと 31

10 227 JM 名探偵コナン　１ 17 9 436 E ミッフィーどうしたの？ 39 10 341 E すてきな三にんぐみ　改訂版 66 10 420 E だるまさんの 30

10 227 JM ポケットモンスター　９　金・銀編 16 11 426 E かおかおどんなかお 48 11 340 E とらっく 50 11 413 E かおかおどんなかお 62

12 226 JM 名探偵コナン　１６ 21 12 424 E2 おおきなかぶ　新版 57 11 340 E からすのパンやさん　2版 45 12 412 E ちゃんとたべなさい 504
8

13 222 JM ザ・ドラえもんズスペシャル　９ 15 13 422 E おつきさまこんばんは 49 13 336 E かおかおどんなかお 46 13 404 D エルマーのぼうけん　新版 83

14 221 JM ドラえもん　３ 19 14 412 Jﾛﾘ ハリー・ポッターと不死鳥の騎士団　下 38 14 330 E8 あっちゃんあがつく 58 13 404 E8 あっちゃんあがつく 63

15 215 JM ドラえもん　１０ 17 15 410 D かいけつゾロリのてんごくとじごく 28 15 325 E ぼくのくれよん 50 15 403 E とらっく 68

15 215 JM 名探偵コナン　２８ 18 16 409 E きんぎょがにげた 40 16 322 E くだもの 52 16 401 E ぐりとぐら 99

15 215 JM ＯＮＥ　ＰＩＥＣＥ　１５ 12 17 402 E すてきな三にんぐみ　改訂版 51 17 320 E 11ぴきのねこ 71 17 400 E2 三びきのやぎのがらがらどん 101

18 213 JM 名探偵コナン　２６ 18 18 396 E そらまめくんのベッド 37 18 317 E だるまさんの 23 18 398 E がたんごとんがたんごとん 89

19 211 E わたしのワンピース 43 19 391 D かいけつゾロリあついぜ！ラーメンたいけつ 26 19 315 E おしいれのぼうけん 81 19 396 E はじめてのおつかい 83

19 211 JM ポケットモンスター　８ 16 20 388 E たまごのあかちゃん 51 20 311 E はじめてのおつかい 88 20 391 E くだもの 68

● 上記は基本図書紹介以前の貸出状況 ● 基本図書0.1.2歳編（平成14年度～） ● 基本図書むかしばなし絵本編（平成18年度～） ● 基本図書0.1.2歳編　改定

● 基本図書ものがたり絵本編（平成16年度～） ● 基本図書ノンフィクション絵本編（平成19年度～）

● 基本図書えどうわ編（平成17年度～） ● 基本図書外国の物語編その1（平成24年度～）

● 基本図書外国の物語編その２（平成25年10月～）

※　請求記号について
　Ｅ・・・絵本　　Ｄ・・・絵童話　Ｊ・・・読み物　　ＪＭ・・・まんが　　網掛け・・・立川市基本図書



平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度
（2015年4月 ～ 2016年3月） （2016年4月 ～ 2017年3月） （2017年4月 ～ 2018年3月） （2018年4月 ～ 2019年3月）

順
位

利用
回数

請求
記号 タイトル

所蔵
数

順
位  

利用
回数  

請求
記号 タイトル  

所蔵
数

順
位  

利用
回数  

請求
記号 タイトル  

所蔵
数

順
位  

利用
回数  

請求
記号 タイトル  

所蔵
数

1 850 E しろくまちゃんのほっとけーき 106 1 864 E しろくまちゃんのほっとけーき 95 1 777 E しろくまちゃんのほっとけーき 91 1 751 E しろくまちゃんのほっとけーき 80

2 727 E だるまさんが 53 2 762 E だるまさんが 56 2 678 E だるまさんが 53 2 719 E だるまさんが 57

3 588 E ねないこだれだ 59 3 591 E ねないこだれだ 60 3 575 E はらぺこ　あおむし　改訂版 97 3 584 E ねないこだれだ 55

4 579 E サンドイッチサンドイッチ 51 4 552 E はらぺこ　あおむし　改訂版 92 4 553 E ねないこだれだ 54 4 559 E はらぺこ　あおむし　改訂版 89

5 539 E はらぺこ　あおむし　改訂版 98 5 548 E サンドイッチサンドイッチ 50 5 534 E わたしのワンピース 85 5 554 E8 あっちゃんあがつく 62

6 533 E8 あっちゃんあがつく 63 6 541 E8 あっちゃんあがつく 64 6 531 E8 あっちゃんあがつく 64 6 526 E サンドイッチサンドイッチ 53

7 522 E かおかおどんなかお 57 7 527 E わたしのワンピース 81 7 516 E きんぎょが　にげた 62 7 522 E 11ぴきのねこ 74

8 497 E きんぎょが　にげた 68 8 511 E きんぎょが　にげた 65 8 498 E 11ぴきのねこ 83 8 512 E 100万回生きたねこ 83

9 488 E だるまさんと 31 9 503 E がたんごとんがたんごとん 84 9 493 E おつきさまこんばんは 72 9 498 E はじめてのおつかい 90

10 480 E おつきさまこんばんは 71 10 493 E 11ぴきのねこ 75 10 492 E サンドイッチサンドイッチ 52 10 486 E きんぎょが　にげた 55

11 477 E2 おおきなかぶ 97 11 470 E おつきさまこんばんは 75 11 491 E2 おおきなかぶ 98 11 472 E わたしのワンピース 80

11 477 E わたしのワンピース 91 12 463 E かおかおどんなかお 46 12 477 E がたんごとんがたんごとん 79 12 470 E おつきさまこんばんは 684
9

13 462 E 100万回生きたねこ 89 13 461 E あっぷっぷ 44 13 472 E かおかおどんなかお 49 13 469 E あっぷっぷ 42

14 443 E でんしゃにのって 43 14 452 E はじめてのおつかい 81 14 449 E キャベツくん 76 14 441 E すてきな三にんぐみ　改訂版 72

14 443 E 11ぴきのねこ 83 15 450 E だるまさんと 30 15 446 E あっぷっぷ 44 15 438 E2 三びきのやぎのがらがらどん 100

16 441 E だるまさんの 32 16 443 E2 おおきなかぶ－ロシアの昔話－99 16 437 E 100万回生きたねこ 90 16 428 E からすのパンやさん　2版 53

17 435 E がたんごとんがたんごとん 85 17 432 E キャベツくん 68 17 422 E2 三びきのやぎのがらがらどん 105 17 421 E まるくておいしいよ 46

18 434 E あっぷっぷ 42 18 429 E とらっく 62 18 412 E とらっく 58 18 420 E もこもこもこ 57

19 430 E もこもこもこ 70 19 426 E だるまさんの 30 19 408 E もこもこもこ 69 19 411 E おおきなかぶ 94

20 426 E あぶくたった 41 20 424 E 100万回生きたねこ 86 20 406 D    おしいれのぼうけん 81 20 410 E キャベツくん 70

● 基本図書日本の物語編その１　3月～ ● 基本図書日本の物語編その２　検討 ● 基本図書ノンフィクション絵本編　改定検討

（令和2年1月現在検討中） （令和1年10月より追加改定版を配布）
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